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概要：厚労省のストレスチェック制度により，大多数の健常者もストレスチェックやストレス軽減策が必要となっ

ている．本研究では，カウンセリング技法として知られる SAT法に基づいて，没入感のある HMDを用いたVRを利
用することによりユーザのストレス軽減を支援し，健常者が自身でメンタルヘルスケアをするためのシステムを試

作した．SAT法のうち，光イメージ・代理顔表象法で用いられるストレス軽減イメージの提示に没入感映像を用い
ている．評価実験において，システム使用の効果が見られた．
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Abstract: By introduce the stress check system of MHLW in japan, Not just victims but also healthy persons required to check
their stress and have policies of stress relief. In this paper, we introduce a personal mental healthcare system with immersive
head-mounted display based on the SAT counseling method that is known as a counseling method. We use the immersive vision
to present  some  stress  releif  image  for  the  light  image method and the  representative  face image  method.  In a  evaluation
experiment, we confirm an effectiveness of this system.
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1. はじめに  
 　　

　近年，企業でのメンタル不調の問題は悪化の一途を辿っ

ている．職場におけるメンタルヘルス対策に関する調査 [1]
によれば，職場のメンタル不調の主要因は，負荷や責任の

増大，長時間労働といった職場環境要因よりも，個人の内

面や人間関係に関わる個人内要因の問題の占める割合が大

きいことが分かっている．こうした状況を受けて，平成 27
年 12月，厚生労働省は，社員が実施する職業性ストレス調
査票の点数結果にもとづく，メンタル不調者の早期発見と

医療への誘導を目的として，50人以上の企業を対象にスト
レスチェック制度を義務化したが，調査対象となる企業に

所属する個々人は，組織から評価を受ける立場にあるため，

自身の精神健康状態について適正な回答を行えない可能性

もある．このように調査票の点数だけでは解決の糸口は見

えてこず，多様な人生を生きる個々人の立場からみた対策，

つまりは，全人的な視点からメンタルヘルス対策を講ずる

必要がある．現況においては，医師やカウンセラーなど専

門家に頼ることとなるが，労働者の数に対し専門家リソー
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スも十分といえない現状があり，個々人が，自助的にスト

レス軽減対処を実施できる新たな手段が同時に求められて

いる．

　こうした状況の中で，我々は，構造化されたメンタルヘ

ルスケア手法の 1つである SAT法[2]に着目し，ヘッドマウ

ントディスプレイ(以下 HMD)を利用した没入感メンタルヘ
ルスケアシステムを提案する．

　従来の SAT法では，クライアントは，施術者のヒアリン

グを助けに自身のストレス状態を特定し，紙媒体やカウン

セリングを通して，自身のストレスが保護されるイメージ

を想起していた．提案手法では施術者のヒアリングの代わ

りにスマートフォンを用いることでより手軽に，紙媒体や

カウンセリングの代わりに HMDを用いることでよりイ
メージを想起しやすい環境を与える．

また，本研究ではユーザ自らが自律的にメンタルヘルスケ

アすることの可能なシステムを目指す．必ずしも専門家の

立会いを必要とせずに，自己のストレス緩和ができるよう

になれば，他人に相談をする際の抵抗感や億劫さを緩和で

きると考える．本研究ではそのようなセルフメンタルヘル

スケアを見据えた，SAT法に基づいた没入感メンタルヘル
スケアを提案する．

　以下，2 章では関連研究について述べる，3 章では SAT
法の詳細．4 章では提案システムの詳細について，5 章では

実施した評価実験について記述する．6 章はむすびである．

2. 関連研究

2.1 携帯端末を用いたメンタルヘルスケア
　スマートフォンを用いたメンタルヘルスケアシステムが
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いくつかある．これらの研究では，アートセラピー [3]や，
社会不安障害の治療[4]等を支援するためのアプリケーショ

ンが提案されている．

　Priceら[5]は，スマートフォン等携帯端末が，メンタル

ヘルスケアに対し有効である可能性を示唆している．Price
らによると，携帯端末によって，患者が自由に療法につい

ての情報を得る事が出来る点，そこからよりケアへの積極

的な参加を促す事が出来る点，ケアのプロセスの一貫とし

て位置情報等を利用出来る点等について，携帯端末はメン

タルヘルスケアに有用であることが報告されている． 今

やスマホを代表とする携帯端末の普及率は実に高く，携帯

端末はユーザが気軽に活用できるデバイスのひとつである．

本研究においてもセルフメンタルケアシステムの入り口と

して，後述する「アセスメント」プロセスにおいて，ス

マートフォンアプリを利用する．

2.2 HMDを用いたメンタルヘルスケア
　HMDは従来のディスプレイとは異なる特徴を持ってお

り，それを利用したメンタルヘルスケアシステムが提案さ

れている．

　五味らは，HMDを利用して，入院中の患者がワンセグ

放送を視聴できるようにし，その精神的苦痛を緩和するこ

とを提案した[6]．この例では，HMDが身体に装着するデ

バイスである事に着目し，患者がベッドで仰向けの状態で

も，簡易なワンセグ放送視聴を可能としている．また，田

中らは，カメラを取り付けた HMDを通して，外空間を縮

小して提示する事で，左半側空間無視の患者の認知を助け

るシステムを提案した[7]．これらの例では，外空間の映像

をカメラから取得すれば，HMD 越しに外空間の視覚情報

を得る事が出来る事，またその視覚情報を容易に加工する

事が出来る事を応用している．この手法では，ユーザに対

して提示する刺激に没入感はない．本研究では，没入感映

像をユーザに提示するためのデバイスとして HMDを用い，
イメージ想起を支援するための没入感映像によるメンタル

ヘルスケア手法を提案する．

　HMDによる没入感映像を用いたメンタルヘルスケア手

法としては，1990年代後半から，ある種の環境，事物に対

し，恐怖症やトラウマを感じている患者に対し，そうした

環境を再現した仮想空間を提示する事で，トラウマや恐怖

症を治療しようと試みる手法がある[8]，[9]．こうした試み
は，VRET(Virtual Reality Exposure Therapy)と呼ばれ，その

多くで仮想空間の提示ディスプレイとして，HMDが用い
られている．

　VRETは，それぞれの恐怖症に対してその効果を検証さ

れ，これまでに高所恐怖症 [10]，[11]，[12]，飛行恐怖症

[13]，[14]，蜘蛛恐怖症[15]，ゴキブリ恐怖症[16]，災害や

戦乱に直面した事によるストレス障害 (PTSD)[17]，[18]な
ど，様々な恐怖症，トラウマの克服に効果的である事が報

告されている．また，こうしたアプリケーションを用いた

暴露療法によって，男性機能障害[19]の一部症状が回復す

る等，この効果によって身体機能の回復をもたらした効果

も報告されている．

　VRETと似た試みとして，仮想空間に再現した仮想環境

を用いて，テスト不安[20]やADHD[21]，統合失調症[22]，
[23]，人前で話す事への恐怖[24]等に対し，ソーシャルスキ

ルを培うための手法も報告されており，それらにも一定の

効果がある事がわかっている．中には，脳損傷 [25]や，認

知症[26]といった認知障害に対して，これらのリハビリ

テーションが有効であるとする報告もあげられている．

　これらの VRET，及びソーシャルスキル訓練の試みは，

現実に存在する環境の再現として仮想空間を用い，また，

それら患者が忌避する仮想空間を患者に提示する事により，

対象となるストレスへの「慣れ」によって治療を促してい

る．本研究は，これらの試みとは異なり，SAT法に基づい
た，自身のストレスを保護する様な光イメージ・顔画像の

提示の為に，HMDによる没入感映像を利用する．

2.3 セルフメンタルヘルスケア
　専門家による補助を必要としない，自律的なメンタルヘ

ルスケアを支援するためのこころみとして，Mollerら[27]
はマッサージチェアとヒーリング音楽，光の明滅を提示す

るHMDによる瞑想システムを提案している．

　このシステムは，上記のようなリラックスする刺激を

ユーザに対して提示することで，ユーザがリラックスし，

ストレスや不安に対してよい効果を得ることが出来る様支

援した．この提案システムでは，ユーザに対し，システム

を通した，一時的なリラックスを提供することに成功して

いるが，本研究では一時的なリラックスに止まらず，SAT
法における構造化された質問の問いかけを通した自己のス

トレス原因，ニーズの自覚を促し，イメージスクリプトの

改変を行って，ストレスが軽減された状態を安定的に維持

する，セルフカウンセリングシステムの構築を目指す．

3. SAT法

　SAT法(構造化連想法：Structured Association Technique）
[3]は，宗像の提案する，構造化されたメンタルヘルスケア

手法である．精神分析を開発したフロイトが自由連想法を

活用しているのに対し，SAT法は，感情の明確化，自己イ

メージ連想法，心傷風景連想法等，問いかけが構造化され

た連想法を用いることを特徴とする．

　従来の SAT 法は，訓練を受けたセラピストが施術する

ものであるが，問題を語る必要が無い点，質問が構造化さ

れている点は情報システムとの親和性が高く，セルフでメ

ンタルヘルスケアを実施できる可能性がある．また，画像

イメージを多用する点も没入感を演出できる HMD 等の諸

デバイスと適合すると考えられる．

3.1 イメージスクリプト
　SAT法では，「イメージスクリプト」と呼ばれる概念が

重要視される．たとえば，子どものころに家族で食卓を囲

み，おいしいものを一緒に味わった舌の感覚情報は，脳に

送られ，安心という感情情報となって記憶される．この様

に，人は，特定の刺激に対して，条件付けされた感情や心

の声や感覚からなる一般化された行動パターンを作りだす．

これがイメージスクリプト[2]である．
　SAT法を考案した宗像は，人は誰でも，過去の記憶から

作られた自己イメージスクリプトをもっており，それに添

うようにして，刺激や感情や行動が決められているとして

いる．この中で，否定的なイメージスクリプトは，ストレ

スの原因となり，心身の健康を損なうのである．SAT法は，
後述するイメージ法などでストレスを軽減し，ストレス原

因である否定的な自己イメージスクリプトを肯定的な自己

イメージスクリプトに書き換える事で，心身の健康を維持

するメンタルヘルスケア手法である．

3.2光イメージ法・代理顔表象法
　イメージスクリプトを改変する為の，SAT法の構造化さ
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れた手法の 1つとして，光イメージ法・代理顔表象法があ

る．

　光イメージ法は，ユーザに対して，構造化された問いか

けを通して，自身が光に包まれている様なイメージを抱か

せる事で，ストレスの軽減を目指す手法である．一方，代

理顔表象法は，ユーザに顔画像を提示し，その顔が語りか

けてくるイメージを用いて，ユーザのストレスを保護する

手法である．

　従来の光イメージ・代理顔表象法では，ユーザに対して，

画像イメージは提示しないか，紙媒体でのサムネイル提示

に留まり，専門家のヒアリングやカウンセリングや紙媒体

を通して，ユーザのイメージ想起を促していた．しかしな

がら我々は，HMDによる没入感映像を用いて，「光に包

まれた」感覚や「顔が語りかけてくる」感覚を実際にユー

ザに提示する事によって，ユーザのイメージ想起を支援す

る．本提案手法では，専門家によるカウンセリングの代わ

りに，HMDを用いた没入感映像を提示し，専門家による

カウンセリングを必要としない，セルフカウンセリング環

境の構築を目指す．

4. 提案システム

4.1システム概要
　本研究では，SAT法における，光イメージ・代理顔表象
法の拡張と，それによるユーザへのイメージ想起支援の為，

HMD による没入感映像を用いた光・顔画像提示手法と，そ

のための一連の SAT法セルフカウンセリングシステムを提

案する．

　システムはアセスメント部とソリューション部に分かれ

る．アセスメント部ではスマートフォンを用いてユーザが

現在抱えているストレスに関する質問を提示することで，

質問を通して，ユーザが無自覚な自己のイメージスクリプ

トや，潜在的な欲求を自覚させる(質問紙法)．ソリュー

ション部では，HMDをユーザに着用させ，光イメージ法

と代理顔表象法を行い，自己のイメージスクリプトの改善

の妨げとなるストレスを軽減する事を目指す．

　提案システムは，SAT 法で構造化された手法を用いてお

り，また身近なデバイスであるスマートフォンと，近年安

価で高性能になりつつあるHMDを利用し，手軽に導入出

来る．また，従来は紙媒体及び専門家によるカウンセリン

グを通して行っていたイメージ想起支援の部分について，

HMDによる没入感映像をユーザに提示することで，実際に

光・顔に包まれた感覚を表現する事によって代替する．

我々はこれらの手法によって，ユーザが専門家とのカウン

セリングによらず，セルフカウンセリングによって自己ス

トレスを軽減出来る環境を構築した．

4.2ハードウェア・ソフトウェア構成
　提案システムではソフトウェア開発はUnity5を利用した．
　ハードウェアとして，アセスメント部にあたる質問紙法

提示システムには，android5.1を搭載したスマートフォン

「FREETELFTJ152A」を利用し，ソリューション部，ラー

ニング部では，提示するHMDとして，「OculusRift」，操
作インターフェースとして，ゲームパッド「Elecom jc-
u3613m」を用いた．

　また，提案システムの実装・実験に使用したコンピュー

タには，CPUに「Corei5-6500」，GPUに「Geforce 
GTX1060 6GB」，OSに「Windows10」を搭載した端末を採

用した．このコンピュータは，メモリを 8GB 装備している．

4.3質問設定
　SAT 法は構造化された質問を通して，自己の欲求，スト

レス原因への気付きを促し，またストレスの軽減とイメー

ジスクリプトの改変を行う手法であり，予め決められた質

問を使ってのカウンセリングを行う事が出来る．本システ

ムは，この SAT法の特徴に着目し，予め設定された質問を

提示する手法を用いる事で，ユーザが専門家の補助無く，

セルフカウンセリングを行う事が出来る様になる事を目指

す．

　以下の表に，提示する質問について記述する．各質問に

は，それぞれ選択肢か，テキストボックスが設けられ，

ユーザがそれぞれに対し直感的に回答する事が出来る様に

なっている．

表 1　アセスメント部の設問一覧
Table1 Question items in the assessment section

画面順 設問 回答方法

画面 1 今気になっている事はな
んですか？
Q.それはどのような事で
すか，選んでください．

「出費がかさむこと」「親
戚関係のこと」などの選択
肢からタップで選択

画面 2 Q.その気になることで，
今，次のうち，どの感情
がありますか？　ひらめ
きで答えてください．

「不安」「怒り」「悲し
さ」「苦しさ」の 4つから
タップで選択

画面 3 (画面 2で答えた感情)は
(それぞれに相当した解
説)の感情ですが，本当は
どうであるといいです
か？　自分自
身に望む期待や，相手に
望んでいる期待があれば，
ひらめきで答えてくださ
い．

「自分が○○したい」「相
手が○○であってほしい」
の二つについて，○○に当
てはまる内容をテキスト入
力

画面 4 あなたは，(画面 3で答え
た望み)という期待が叶う
と，次のうちどの気持ち
が満たされますか

「人にわかってほしい」
「自分を認めたい」などの
選択肢からタップで選択

表 2　ソリューション前半部の設問一覧
Table2 Question items in the first part of the solution section

画面順 設問 回答方法

画面 1 今気になる事をもう一度
思い浮かべてください

「仕事やお金のこと」
「自分の人生や生活，健
康のこと」などの 5つの
カテゴリごとに分けられ
た，「出費」「親戚関
係」などの選択肢から
カーソル操作を用いて選
択

画面 2 その程度はどれくらいで
すか？　選んでください

「あまり感じない」から
「大いに感じる」までの五
段階選択肢をカーソル操作
を用いて選択

画面 3 その気になる事は，目を
閉じて色であらわすとど
のような色ですか？　色
が切り替わって表示され
るので，その色が表示さ
れたタイミングで決定ボ
タンを押してください

連続して表示される 7色の
中から，回答する色が表示
されたタイミングにあわせ
てボタン操作によって選択

画面 4 その色の形はどのようで
すか？　思い浮かべてく
ださい

「ドロドロ」「フワフワ」
などのテキスト形式の選択
肢からカーソル操作を用い
て選択
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画面 5 その色と形を想い浮かべ
ると，どこに身体違和感
を覚えますか

後述する身体型オブジェク
ト上に設置された選択肢
マーカーの中から複数選択
選択したマーカーは赤く点
灯する．マーカーを全て選
択が終わった後「重い」
「だるい」等の選択肢が表
示され，その中から 1つを
カーソル操作によって選択

画面 6 その違和感のストレス度
は何%ですか？

後述するスライダーバーに
よって提示

表 3　光イメージ法の設問一覧
Table3 Question items for the light image method

画面
順

設問 回答方法

画面 1 この風景を見渡してみて
ください．どの暖かい色
に包まれていると身体違
和感が癒されると思いま
すか．その光の色に近い
場所で決定ボタンボタン
を押してください

質問を記述したオブジェク
トを設置後，ゆっくりとそ
れをフェードアウトしなが
ら，同時に没入感映像を利
用して，光イメージをユー
ザの全周囲にフェードイン
で提示．HMDのトラッキン
グした角度情報を用いて
ユーザが注視している部分
を選択．選択後，「この光
イメージでよろしいです
か？」と確認のメッセージ
を提示し，「Yes」「No」を
カーソル操作によって選択

画面 2 あなたは光によって守ら
れています．見渡してみ
てください．好きな所に
視線を投げかけ，しばら
くその光に包まれてみて
ください．次にすすむ準
備ができたら，決定ボタ
ンボタンを押してくださ
い

光イメージ法による没入感
光イメージ提示．質問なし

画面 3 その違和感のストレス度
は何%ですか？

後述するスライダーバーに
よって提示

表 4　代理顔表象法の設問一覧
Table4 Question items for the representative face image method
画面
順

設問 回答方法

画面 1 この心地よい空間の中で，
気になる人を選んでくだ
さい．何人でも選ぶ事が
出来ます．

顔画像を一覧表示．カーソ
ル操作によって選択．選択
した顔画像は変色する．選
択後「選択した人達はこち
らでいいですか」として
「Yes」「No」からカーソル
操作によって選択

画面 2 その違和感のストレス度
は何%ですか？

後述するスライダーバーに
よって提示

画面 3 今ストレスを感じている
ことは，どのようになり
ましたか？

「気にならなくなった」
「どうでもいいと思った」
「安心した」「なるように
なる」からカーソル操作に
よって選択

画面 4 あなたの選んだ人の中で，
一番気になる人はどれで
すか

画面 1で選択した顔画像を
一覧表示し，その中から
カーソル操作によって選択

画面 5 その方はなんとあなたに
語りかけてきますか？

「大丈夫だよ」「見守って
いるよ」などからカーソル
操作によって選択
選択後，選択した選択肢と
顔画像を提示した画面に
よってストレス保護を続行

画面 6 あなたが選んだ方々を見
ているとどのような気持
ちになりますか？

「安心出来た」「あったか
くなった」「愉しくなっ
た」「勇気づけられた」か
らカーソル操作によって選
択

画面 7 ( ソリューション部前
半・設問 1で選んだ選択
肢)で感じるストレスは，
どの程度になりました
か？

「あまり感じない」から
「大いに感じる」までの五
段階で選択

　アセスメント部，表 2の画面 1「今気になっている事は

なんですか？　Q.それはどのような事ですか，選んでくだ

さい．」に対し，ソリューション部，表 3の画面 1にて

「今気になる事は何ですか？　思い浮かべてください」と

質問しているのは，ユーザがアセスメント部とソリュー

ション部を別々の時間に実行した場合でも，ソリューショ

ン部の前半にて，自分が気になっている事の内容を思い浮

かべてからソリューション部によるストレス軽減を行う必

要があるからである．SAT法での質問については，カウン

セリングに必要な情報を収集するという目的以上に，ユー

ザが自己の欲求やストレス原因を自覚する様に促し，それ

らを改善しようとしていると意識させる事が重要である．

4.4アセスメント部
　アセスメント部はユーザが手軽に利用する事ができる様

スマートフォンアプリの形で開発した．このアプリは，一

連の質問紙を連続で提示していく形で設計しており，ユー

ザは質問を通して，具体的に自らの感情について書き出し

ていく．回答はタップ，もしくはキーパッドによる文字入

力で行う．また，質問が長く，画面に表示しきれない場合

は，スワイプ操作にてスクロールが出来る様に設計した．

　アセスメント部の最後には，今までのユーザの回答結果

に基づいた文章を表示する機能を与えている．

　文章は，回答内容に基づいて変更し，ユーザはこの文章

を通して，自身がどのような回答を行ったのかを再確認す

る事が出来る．これにより，ユーザが，自己の欲求やスト

レス原因を自覚する様促している．

4.5ソリューション部
　ソリューション部は，ユーザにHMDを着用させて実行

するアプリケーションである．ユーザが実施する様子を以

下に示す．

図 1　システム外観
Fig. 1　System appearance

　ソリューション部は，質問を通して，ユーザがストレス
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に対して抱いているイメージや，ストレスによって感じる

身体違和感について聞き出し，ユーザ自身に，ストレスイ

メージの外在化を促す前半部と，光イメージ法・代理顔表

象法に基いて，ユーザ自身が選択した，安心感を担保する

保護イメージの没入感映像を提示し，ユーザに，ストレス

から解放されたイメージの想起を支援する事で，ストレス

の軽減を目指す後半部に分かれている．操作にはHMDに
よって手元が見えなくてもボタンの位置がわかりやすい

ゲームパッドを用いた．

　ソリューション部では，図 2の様に，HMDで提示する
仮想空間の中にオブジェクトを設置し，そのオブジェクト

にテキスト形式の質問を記載してユーザに対して提示した．

図 2　没入感映像による仮想空間内での設問の提示
Fig. 2 Display questions in the virtual environment

　また，表 3における画面 3については，直感的にユーザ

が想起した色を選択する事が出来る様に，選択肢となる 7
色(黒，赤，灰，くすんだ水色，藍色，紫，茶色)について，
一覧表示ではなく，明滅するオブジェクトによって表現す

る事とした．当該場面では，テキストを提示するオブジェ

クトのほかに，1.5秒ごとにゆっくりと明滅するオブジェ

クトを設置し，明滅するごとに色が変色する様に設計した．

ユーザは，オブジェクトが選択したい色に変色したタイミ

ングでボタンをおす事によって，直感的に，自らが想起し

た色を選択する事が出来るようになっている．以下の図 3
に，明滅するオブジェクトの様子を示す。

　図 3 想起する色について設問するための明滅する

オブジェクト
Figure 3　Blinking object for a question about a color imaged by

user 

　そのほか，表 2における画面 5「その色と形を想い浮か

べると，どこに身体違和感を覚えますか」については，直

感的な回答を行える様に，ユーザに対し人間の身体を模し

たオブジェクトを提示し，そのアバタの身体部位を選択出

来る様に設計した．その様子を図 4に示す．

図 4　身体違和感を感じる部位について質問するための

身体型オブジェクト
Fig. 4 Illustration of the body parts for questioning uncomfortable

part

　また，ソリューション部では，前半に 1回，後半に 2回，
ユーザに，抱いているストレスの度合いについて聞き出す

設問を設定している(表 2の設問 6，表 3の設問 3，表 4の
設問 2)．ストレス度合いは図 5のようなスライダーバーと

して表現され，0～100%の間で，10%刻みで回答する事が

可能である．これは，ユーザにストレスの度合いを自覚さ

せる効果と，代理顔表象・光イメージ法によって，ストレ

ス軽減の効果を得た事を自覚させ，ユーザを安心させる効

果を狙ったものである．

図 5　ストレス度を問うためのスライダーバー
Fig. 5 Slider to answer the stress degree

　光イメージ法を実施する場面においては，ユーザが「自

身のストレスを軽減する」と感じられる光イメージを選択

する為に，HMDを利用した没入感映像によって，ユーザ
の周囲を取り囲むような光イメージによって構成された仮

想空間を提示する．この場面では，HMDの角度トラッキ

ング機能を用いて，ユーザが注視する方向を検出する機能

を設け，上下左右前後の六方向でそれぞれ 4分割された計

24個の光イメージ部位の中から，ユーザが注視し，その上

で決定ボタンを押して決定した光イメージを 1~3 種類で選

択する様に設計している．現在注視されている光イメージ

部位については，図 6の右上に示すとおりの白い円上の
カーソルを表示し，現在ユーザがどれを選択しているのか

が分かりやすい様に設計した．

　ユーザが光イメージの選択を終えると，HMDは選択し
た光イメージの部位と，部位同士を区切る白いぼんやりし

た枠によって構成された仮想空間を没入感映像によって提

示する．これにより，ユーザが「自身を保護する光に包ま

れている」イメージを想起する事を支援し，ユーザのスト

レス軽減を目指す．
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　以下の図 6に，光イメージを選択する為のサムネイル提

示仮想空間を示す．また，図 7に，選択した光イメージに
よって構成された没入感映像による光イメージ仮想空間の

様子を示す．

図 6　光イメージの選択
Fig. 6 Whole view of the light image

図 7　光イメージ法で提示する没入感光イメージ
Fig. 7 View of the selected light images

　

　代理顔表象法の部分では，多様な 2Dの顔画像を図 8の様

に，ユーザをぐるりと取り囲むように一覧提示し，その中

から，ユーザが直感的に「安心出来る」と感じた顔を複数

選択してもらう．一覧に提示しきれなかった顔画像につい

ては，ゲームパッドを操作する事でページ送りして提示が

出来る様に設計した．

　顔画像を選択した後は，図 9の様に選択した顔画像を提

示しながら質問を続け，光イメージ・顔画像によって保護

された状態の中でソリューション部を終了する．提示する

顔画像は，従来の SAT法での代理顔表象法で用いられてき

たものをそのまま使用した．

図 8　代理顔表象法における顔画像の選択
Fig. 8 Selection of the representative faces

図 9　顔画像を提示しながらの質問
Fig. 9 Question with the selected representative faces

　代理顔表象法の後半では，選択した顔画像の中から，最

も気になるひとつを選択してもらい(表 5の画面 4)，その上

で，その顔画像が語りかけてくるイメージを想起させるた

め，図 10の様に，選択した顔と，語りかけてくる言葉を大

きく提示する画面をもうけた．この画面では，顔画像があ

たかも動いて語りかけてくるかの様な感覚をユーザに抱か

せる様に，提示する顔画像が左右に小さく揺れるように設

置している．

図 10　左右に揺れる顔画像の提示
Fig. 10 Most significant representative face telling to the user

　ここで選択した光イメージと顔画像は，以下に示す図11のよう

な形で，以後もユーザが繰り返し確認することができる．日常生

活でストレスを軽減するこのイメージを繰り返し想起することで，

ストレスの原因であったユーザのイメージスクリプトが改善され，

ストレスが軽減した状態が継続されると考えられる．

図 11　光イメージと顔画像の繰り返し提示
Fig. 11 Light image and representative faces for repeating recall

5. 評価実験

　筑波大学図書館情報メディア系倫理審査委員会の承認を
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得て，本開発手法・システムの効果を検証する実験を実施

した．

5.1被験者
　実験では，機縁法により選ばれた大学生 11名を被験者と

した．被験者には，文章により研究目的，調査内容を説明

し，同意書の署名によって同意を得られたもののみを対象

としている．

5.2調査方法
　実験では，まず，対象の動機付けを高めるために，ガイ

ダンスを行い，調査内容について 12分間の説明を行った．
次に，介入の前段階として，後述する評価用の質問紙への

回答を指示した．回答のために 23分間の時間を設けた．次

に，介入調査として，対象にHMDを装着させ，提案シス

テムのソリューション部を実施した．実施中，対象にはシ

ステムに沿って自らのペースでその内容を進める様に求め

た．対象のペースによって個人差はあるが，おおむね15分

程度で全システムが実施された．最後に，介入後の効果を

量るための質問紙への記入を指示した．この際，20分の時

間を設けた．

　評価として，介入の前後に SAT法の介入効果を求める際

に従来より用いられている「自己価値感尺度」「自己抑制

型行動特性尺度」「情緒的支援ネットワーク認知尺度」

「問題解決型行動特性尺度」「対人依存型行動特性尺度」

「不安傾向度尺度」「抑うつ尺度」「SAT療法必要度尺
度」「感情認知困難度尺度」「自己憐憫度尺度」「自己解

離度尺度」「自己否定感尺度」「PTSS尺度(心的外傷症候

群尺度)」の 13の尺度[2]についての質問紙記入を指示し，

介入の前後でのその点数の差異を求めたほか，前述の，ソ

リューション部内に設問したストレス度合いを問う質問へ

の回答結果の遷移，及び表 2の画面 2「その程度はどれく

らいですか？　選んでください」と表 4の画面 7「(ソ

リューション部前半・設問 1で選んだ選択肢)で感じるスト

レスは，どの程度になりましたか？」で得られた五件法の

結果を抽出した．

5.3結果
　以下の表に，被験者から得られた質問紙回答の結果求め

られた各尺度の点数の平均値を，介入前後について示す．

表 5　各尺度ごとの平均値
Table 5　Avarage of each measure

尺度 介入前 介入後

自己価値感尺度 5.7 6.9

自己抑制型行動特性尺度 10.6 11.0

情緒的支援ネットワーク認知尺度(家族の中) 8.5 8.8

情緒的支援ネットワーク認知尺度(家族の外) 8.3 8.9

問題解決型行動特性尺度 11.4 10.9

対人依存型行動特性尺度 7.0 6.5

不安傾向度尺度 51.4 47.6

抑うつ尺度 46.4 44.2

SAT療法必要度尺度 8.4 7.1

感情認知困難度尺度 9.5 8.6

自己憐憫度尺度 7.1 6.3

自己解離度尺度 5.8 4.5

自己否定感尺度 3.2 3.1

PTSS尺度 2.5 2.8

　尚、被験者 11名のうち、1名については、介入前の質問

紙調査において、基準値よりストレス度が高い傾向が認め

られたため、分析対象から除外した。

　今回のメンタルヘルスケアシステムでは　不安感を軽減

することによってストレスを緩和し、また他者に相談する

ことへの抵抗感や億劫さを緩和することを目的としており、

この観点において、各尺度の得点はメンタルヘルス的に良

好な値を得られた．特に，自分に自信を持っているかどう

かを求める「自己価値感尺度」について，高い介入効果を

確認する事ができた．

　以下の表に，各被験者の，各画面におけるストレス度合

いの平均値についての回答結果を示す．前述する通り，ス

トレス度合いは 0から 100までの間で 10％単位での回答を

指示した．

表 6　各遷移におけるストレス度合い
Table 6　Percentage of user’s stress

画面 平均値

身体違和感確認後(表 2 画面 6) 67

光イメージ法実施後(表 3 画面 3) 38

代理顔表象法実施後(表 4 画面 2) 36

以下の表に，五件法によって得られたストレスの程度につ

いての回答結果を示す．ここでは「あまり感じない」を

0，「大いに感じる」を 5点としてそれぞれの値を求めた．

表 7　五件法によって得られたストレスの程度
Table 7　Degree of User’s stress

画面 平均値

介入実施前(表 2 画面 2) 4.0

介入実施後(表 4 画面 7) 2.8

　表 6,7より，介入の前後でユーザのストレスが軽減して

いる事がわかった．

　以上の実験結果より，本提案システムのソリューション

部は，セルフカウンセリングによって，ユーザのストレス

軽減，及び自己価値観向上に有効であると考えられる．

6. おわりに

本研究では，健常者が自身でメンタルヘルスケアをできる

ような仕組みの開発を目指して，カウンセリング技法であ

る SAT法に基きつつ，HMDによる没入感映像を利用した
メンタルヘルスケア手法とそのシステムを開発した．

　提案システムのアセスメント部では，スマートフォンに

提示した質問を通してユーザに自身のストレス原因と自己

の欲求を自覚させ，ソリューション部では，HMDによる
没入感映像を用いた光イメージ・代理顔表象法により，

ユーザがストレスから保護されたイメージを想起する事を

支援する．
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